
平成２５年度財政状況資料集の公表について 

 

 市の財政状況について、平成２１年度分までは「財政比較分析表」、「財政状況等一

覧表」等により公表をしておりましたが、種々の財政情報について公表様式の整合性

を図り、全国の地方公共団体と比較可能な指標をもって、分かりやすく情報の提供を

するため、総務省が新たに平成２２年度分から提示した共通の様式により、「財政状

況資料集」を作成しましたので公表いたします。 

 この財政状況資料集のうち、「市町村財政比較分析表」、「市町村経常経費分析表」

については、人口と産業構造で全国の市区町村を３５グループに分類した「類似団体」

との比較結果を分かりやすくグラフで表しています。 

 那頇烏山市（「都市Ⅰ－０」と分類されます）と同グループの類似団体は、全国で

６２団体（平成２６年３月３１日現在、昨年度も同団体数）あります。栃木県内では

同グループの団体は矢板市が同グループになっています。 

※県内・外の他団体の財政状況資料集は、栃木県または総務省のホームページで閲

覧できます。 

 

●用語解説（５０音順） 

【い】 

○一部事務組合 

   都道府県、市町村及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために設けら

れた団体をいいます。 

○一般会計 

   地方公共団体の会計の中心をなすものであり、行政運営の基本的な経費を計上

した会計であります。例えば議会費、総務費、民生費、土木費、教育費等が計上

されます。 

○一般会計等 

   健全化法における実質赤字比率の対象となる会計です。地方公共団体の会計の

うち、地方公営事業会計以外のものが該当します。これは地方財政統計で用いら

れる普通会計とほぼ同様の範囲となっております。 

○一般財源 

   地方税、地方譲不税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、

地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付

金等及び地方交付税の合計額をいいます。 

○一般財源等 

   一般財源のほか、一般財源と同様に財源の使途が特定されず、どのような経費

にも使用できる財源を合わせたもので、目的が特定されていない寄附金や売却目

的が具体的事業に特定されない財産収入等のほか、臨時財政対策債等が含まれま

す。 



【き】 

○基準財政収入額 

   普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定す

るために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって

算定するもので、次の算式により算出されます。 

 

       標準的な地方税収入×７５／１００＋地方道路譲与税等 

 

○基準財政需要額 

   普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水

準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するものであ

り、各行政項目ごとに、次の算式により算出されます。 

 

        単位費用     ×  測定単位  ×  補正係数 

        （測定単位１あたり費用）   （人口・面積等）    （寒冷補正等） 

 

【け】 

○経常収支比率 

   地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、

公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般

財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財

源（経常一般財源）、減収補てん債（特例分）及び臨時財政対策債の合計額に占

める割合をいいます。この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当

されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいる

ことを表します。 

       人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源等 

        ――――――――――――――――――――――― ×１００ 

            経常一般財源等（地方税＋普通交付税等） 

             ＋減収補てん債特例分＋臨時財政対策債 

 

○減債基金 

   地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金

をいいます。 

○健全化判断比率 

   健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び

将来負担比率の４つの財政指標の総称をいいます。 

 

【こ】 

○公営企業（法適用企業・法非適用企業） 

   公営企業のうち、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業が法適用



企業であり、それ以外の公営企業が法非適用企業です。 

   法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められてい

る上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車輸送、電気（水力発電等）、ガスの

７事業と、法律により財務規定等を適用するように定められている病院事業（以

上、当然適用事業）、また、条例で全部又は一部を任意で適用する事業で、簡易

水道、下水道等（以上、任意適用事業）があります。法非適用事業は、法律を適

用していない公営企業（地方財政法第６条に規定するもの）があります。 

   公営企業を行うために設けられた特別会計が、公営企業会計です。法適用企業

の公営企業会計については、企業会計方式により経理が行われるが、法非適用企

業については、一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処理となります。 

 

【さ】 

○財政調整基金 

   地方公共団体における年度間の財源の丌均衡を調整するための基金です。 

○財政力指数 

   地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除し

て得た数値の過去３年間の平均値をいいます。 

   財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財

源に余裕があるといえます。 

○債務負担行為 

   数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証又

は損失補償のように債務丌履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定す

るなどの、将来の財政支出を約束する行為をいいます。地方自治法第２１４条及

び第２１５条で予算の一部を構成することと規定されています。 

 

【し】 

○資金丌足比率 

   当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の丌足額の事業の規模に対する

比率をいいます。 

   公営企業の資金丌足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して

指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。 

○実質赤字比率 

   当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対

する比率をいいます。 

   福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指

標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。 

○実質公債費比率 

   標準的な財政規模に占める借金返済額の割合で、水道や下水道をはじめとした

公営企業なども含めた地方公共団体の実質的な債務負担を示します。具体的には

次の式により算出します。 



   なお、この実質公債費比率が１８％を超えると地方債の発行に知事の許可が必

要になり、さらに、２５％を超えると地方債の発行が制限され、早期健全化団体

となります。 

           （Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ） 

           ―――――――――――― 

                  Ｅ－Ｄ 

Ａ 繰上償還分を除いた元利償還金 

          Ｂ 地方債の元利償還金に準ずるもの 

          Ｃ 元利償還金に充てられた特定財源 

          Ｄ 普通交付税の算定において基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金 

          Ｅ 標準財政規模 

 

○実質収支 

   当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、

翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越（継続費の毎年度の執行残額を継続最終年

度まで逓次繰り越すこと）、繰越明許費繰越（歳出予算の経費のうち、その性質

上又は予算成立後の事由等により年度内に支出を終わらない見込みのものを、予

算の定めるところにより翌年度に繰り越すこと）等の財源を控除した額をいい、

通常、「黒字団体」、「赤字団体」という場合は、実質収支の黒字、赤字により判

断します。 

○実質単年度収支 

   単年度収支から、実質的な黒字要素（財政調整基金への積立額及び地方債の繰

上償還額）を加え、赤字要素（財政調整基金の取崩し額）を差し引いた額をいい

ます。 

○将来負担比率 

   一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であ

り、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。

この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、

今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。将来負

担比率が３５０％以上になると早期健全化団体となります。 

 

         Ａ－（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 

        ―――――――――― 

               Ｅ－Ｆ 

   Ａ 将来負担額＝（１）～（８）までの合計額 

    （１）当該年度の前年度における一般会計等に係る地方債現在高 

    （２）債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの） 

    （３）一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの負

担等見込額 

 



    （４）当該団体が加入する一部事務組合・広域連合等の地方債の償還に係る地方公共団体

の負担等見込額 

    （５）職員の退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額 

    （６）地方公共団体の設立した一定の法人（地方公社、第三セクター等）の負債の額等に係る

一般会計等負担見込額 

    （７）連結実質赤字額 

    （８）当該団体が加入する一部事務組合・広域連合等の連結実質赤字額に係る一般会計等

負担見込額 

   Ｂ 充当可能基金額（地方債の償還に充当が可能な基金） 

   Ｃ 特定財源見込額（地方債の償還に充当が可能な特定の歳入の見込額） 

   Ｄ 地方債の償還に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額 

   Ｅ 標準財政規模 

   Ｆ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 

○人口１０００人当たり職員数 

   平成２６年３月３１日現在の住民基本台帳人口を用いました。職員数は平成 

２６年４月１日現在の職員数です。 

 

【そ】 

○早期健全化基準 

   地方公共団体が、財政収支が丌均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況に

おいて、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字

比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて

定められた数値をいいます。 

○その他特定目的基金 

   財政調整基金、減債基金の目的以外の特定の目的のために財産を維持し、資金

を積み立てるために設置される基金をいいます。具体的には、公共施設等の建設

のための基金、社会福祉の充実のための基金等があります。 

 

【た】 

○第三セクター 

   地方公共団体が出資又は出えんを行っている会社法法人及び民法法人をいい

ます。 

○単年度収支 

   実質収支は前年度以前からの収支の累計であるので、その影響を控除した単年

度の収支のことをいいます。具体的には、当該年度における実質収支から前年度

の実質収支を差し引いた額になります。 

 

 

 



【ち】 

○地方交付税 

   地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政

の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税

及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付する税

をいいます。 

   地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税

があります。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共

団体に対して、その差額（財源丌足額）を基本として交付されます。 

 

【と】 

○特定財源 

   財源の使途が特定されている財源であり、国庫支出金（都道府県支出金）、地

方債、分担金、負担金、使用料手数料等をいいます。 

○特別会計 

   特別会計は一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個

に処理される会計をいいます。料金収入を主な財源としている公営企業会計、法

律で特別会計の設置が義務付けられている国民健康保険事業会計、介護保険事業

会計などが、特別会計として設けられています。 

 

【ひ】 

○標準財政規模 

   地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規

模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額になります。 

○標準税収入額 

   地方税法に定める法定普通税を、標準税率をもって、地方交付税法で定める方

法により算定した収入見込額をいいます。具体的には、法定普通税の基準税額の

合計になります。 

 

【ふ】 

○普通会計 

   個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一

的な掌握及び比較が困難であることから、地方財政統計上便宜的に用いられる会

計区分をいいます。 

   健全化法における実質公債費比率の対象となる「一般会計等」とほぼ同様の範

囲の会計となっております。 

 

 

 

 



【ら】 

○ラスパイレス指数 

   地方公共団体の職員構成が国の構成と同じであると仮定した場合の給不総額

を比較したものです。平成２５年度地方公務員給不実態調査のデータを用いて算

出しています。 

 

【り】 

○臨時財政対策債 

   地方一般財源の丌足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地

方財政法第５条の特例として発行される地方債をいいます。 

 

【れ】 

○連結実質赤字比率 

   公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は

資金の丌足額の標準財政規模に対する比率をいいます。 

   すべての会計や赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を

指標化し、地方公共団体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえま

す。 



総括表（市町村）

健全化判断比率

一般会計等の一覧 事業会計の一覧 公営企業（法適）の一覧 公営企業（法非適）の一覧 関係する一部事務組合等一覧 地方公社・第三セクター等一覧

（注釈）※1：経常収支比率の( )内の数値は、「減収補塡債（特例分）」及び「臨時財政対策債」を除いて算出したものである。
※2：各会計の一覧は主な会計（10会計まで）を記載している。
※3：地方公共団体が損失補塡等を行っている出資法人で、健全化法の算出対象となっている団体については、「地方公社・第三セクター等」の団体名に○印を付与している。
※4：資金不足比率欄には、資金が不足している会計のみ記載している。
※5：産業構造の比率は、分母を就業人口総数とし、平成22年国調は分類不能の産業を除き、平成17年国調は分類不能の産業を含んでいる。
※6：住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成25年度の住民基本台帳人口については、平成26年1月1日現在の住民基本台帳に登載されている人口を記載している。

平成25年度(千円･％) 平成24年度(千円･％)

歳入総額 12,639,399 14,150,969 実質収支比率 6.0 6.9

平成25年度　財政状況資料集

都道府県名 栃木県 市町村類型 Ⅰ－０
指定団体等の指定状況

区分 平成25年度(千円) 平成24年度(千円) 区分

90.9 90.113,576,787 経常収支比率

市町村名 那須烏山市 地方交付税種地 2-2

財源超過 × 歳入歳出差引 507,381

財政健全化等 × 歳出総額 12,132,018

近畿 × 実質収支 493,569

574,182 　　(※1) ( 96.8 ) ( 96.6 )

首都 × 翌年度に繰越すべき財源 13,812 10,913 標準財政規模 8,276,823 8,205,033

563,269 財政力指数 0.44 0.44

単年度収支 -69,700 176,088 公債費負担比率 14.5 14.0

人口

22年国調(人) 29,206

産業構造 (※5)

中部 ×

17年国調(人) 31,152 過疎 × 積立金 3,165 310,696

増減率  (％) -6.2 山振 × 繰上償還金 - - 　実質赤字比率 - -

住民基本台帳人口
(※6)

26.01.01(人) 28,888 区分 22年国調 17年国調 低開発

25.03.31(人) 29,235 11.5 12.9

-

うち日本人(人) 28,624
第1次

1,593 2,047 指数表選定 ○

○ 積立金取崩し額 - 500,000 　連結実質赤字比率 -

　将来負担比率 43.4 55.7

-13,216 　実質公債費比率 9.0 9.4

基準財政収入額 2,797,324 2,735,025 資金不足比率 (※4)

実質単年度収支 -66,535

-1.2 34.1 35.7

うち日本人(人) 28,970
第2次

4,729 5,692

うち日本人(％) -1.2 
第3次

7,543 8,171 標準税収入額等 3,577,588

基準財政需要額 6,281,110 6,235,748

3,500,201

経常経費充当一般財源等 7,523,567 7,398,700

増減率  (％)

面積 (k㎡) 174.42 54.4 51.3

世帯数 (世帯) 9,586

人口密度 (人/k㎡) 167 歳入一般財源等 9,345,337 9,586,352

職員の状況

特
別
職
等

区分 定数
1人あたり平均
給料月額(百円)

一
般
職
員
等

区分

市区町村長 1 7,500 一般職員

ラスパイレス指数

　うち技能労務職員

3,000 臨時職員

地方債現在高 15,039,262 14,817,715

職員数
(人)

給料月額
(百円)

1人あたり平均
給料月額(百円)

副市区町村長 1 6,100 　うち消防職員 - - - 債務負担行為額（支出予定額） 351,007

3,237 　うち公的資金 4,567,353 5,052,607

468,937

218 705,666

- -

議会議長 1 3,700 教育公務員 12 38,541 3,212 土地開発基金現在高 374,581

3,011 収益事業収入 - -

374,487

教育長 1 5,600 11 33,121

98.5 その他特定目的基金

議会議員 16 2,700 合計 230 744,207 3,236 減債基金

-

積立金
現在高

財政調整基金 2,323,846 2,170,681

117,293 117,263

3,830,994 3,270,483

議会副議長 1

(※3)

(1) 一般会計 (3) 国民健康保険特別会計 (6) 水道事業会計 (7) 簡易水道事業特別会計 (10)

項番 会計名 項番 組合等名 項番 団体名項番 会計名 項番 会計名 項番 会計名

南那須地区広域行政事務組合（一般会計） (16)

(9) 農業集落排水事業特別会計 (12)

那須烏山市農業公社

(2) 熊田診療所特別会計 (4) 介護保険特別会計 (8) 下水道事業特別会計 (11) 南那須地区広域行政事務組合（病院事業会計）

(14)

栃木県市町村総合事務組合（一般会計）

(13) 栃木県市町村総合事務組合（特別会計）

(5) 後期高齢者医療特別会計

栃木県後期高齢者医療広域連合（一般会計）

(15)
栃木県後期高齢者医療広域連合（後期高齢者医
療特別会計）
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(1) 普通会計の状況（市町村）

・計

(注釈)
　　普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、
　単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

平成25年度 栃木県那須烏山市

歳入の状況（単位 千円・％） 地方税の状況（単位 千円・％） 歳出の状況（単位 千円・％）
区分 決算額 構成比 経常一般財源等 構成比 区分 収入済額 構成比 超過課税分 目的別歳出の状況（単位 千円・％）

地方税 3,103,141 24.6 3,103,141 39.9 構成比 (A)のうち普通建設事業費 (A)のうち充当一般財源等
地方譲与税 135,757 1.1 135,757 1.7 　法定普通税 3,095,132

普通税 3,095,132 99.7 38,770 区分 決算額 (A)
128,90999.7 38,770

利子割交付金 5,635 0.0 5,635 0.1 　　市町村民税 1,373,207 44.3 38,770
議会費 128,909 1.1 -
総務費 1,640,432 13.5 22,517 1,502,675

配当割交付金 10,831 0.1 10,831 0.1 28.2 178,862 1,915,055
株式等譲渡所得割交付金 17,400 0.1 17,400 0.2 　　　所得割 1,097,185

　　　個人均等割 42,384 1.4 - 民生費 3,420,701
1,236,62835.4 -

地方消費税交付金 262,246 2.1 262,246 3.4 　　　法人均等割 84,166 2.7 13,794
衛生費 1,353,400 11.2 50,004
労働費 49,608 0.4 - 1,054

ゴルフ場利用税交付金 41,924 0.3 41,924 0.5 2.9 68,352 279,662
特別地方消費税交付金 - - - - 　　固定資産税 1,467,685

　　　法人税割 149,472 4.8 24,976 農林水産業費 352,235
191,03447.3 -

自動車取得税交付金 41,282 0.3 41,282 0.5 　　　うち純固定資産税 1,467,073 47.3 -
商工費 358,128 3.0 1,542
土木費 1,089,453 9.0 687,741 564,409

軽油引取税交付金 - - - - 9.8 65,507 633,484
地方特例交付金 7,998 0.1 7,998 0.1 　　市町村たばこ税 187,732

　　軽自動車税 66,508 2.1 - 消防費 1,191,673
1,004,3656.0 -

地方交付税 4,756,001 37.6 4,123,152 53.0 　　鉱産税 - - -
教育費 1,144,405 9.4 165,351
災害復旧費 51,548 0.4 - 30,155

　普通交付税 4,123,152 32.6 4,123,152 53.0 11.1 - 1,350,526
　特別交付税 601,142 4.8 - - 　法定外普通税 -

　　特別土地保有税 - - - 公債費 1,351,526
-- -

　震災復興特別交付税 31,707 0.3 - - 目的税 8,009 0.3 -
諸支出費 - - -
前年度繰上充用金 - - - -

(一般財源計) 8,382,215 66.3 7,749,366 99.7 100.0 1,239,876 8,837,956
交通安全対策特別交付金 2,755 0.0 2,755 0.0 　　入湯税 8,009

　法定目的税 8,009 0.3 - 歳出合計 12,132,018
0.3 -

区分 決算額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
性質別歳出の状況（単位 千円・％）

使用料 139,979 1.1 5,573 0.1 　　都市計画税 - - -
分担金・負担金 71,351 0.6 - - 　　事業所税 - - -

3,865,184 3,848,538 46.5
国庫支出金 1,154,808 9.1 - - 　法定外目的税 -

- - - 義務的経費計 5,094,737 42.0手数料 17,042 0.1 - - 　　水利地益税等
22.9- 1,898,731

7.3
-

都道府県支出金 874,287 6.9 - - 合計 3,103,141 100.0 38,770
- 　　うち職員給 1,290,056 10.6 1,244,169 -国有提供交付金(特別区財調交付金)

- 　人件費 1,992,130 16.4 1,912,655
- - - - 旧法による税 - -

1,350,526 1,349,826
　扶助費 1,751,081 14.4 602,003 599,981

16.3
寄附金 5,249 0.0 - - 区分 平成25年度

　公債費 1,351,526 11.1財産収入 38,226 0.3 4,100 0.1
1,349,826 16.31,351,526 11.1

- -

繰入金 52,668 0.4 - -
徴収率
(％)

現
年

合計
1,350,526

9.8 1,186,953
98.3 93.2 　うち利子 163,573 1.3 163,573

平成24年度

5,745,857 47.4 4,446,648 3,675,029

163,573 2.0
1,186,253 14.3

繰越金 219,183 1.7 - - 市町村民税 97.4 93.4
95.8 67.3 95.7 66.2 　うち元金 1,187,953内

訳

元利償還金

　物件費 1,397,459 11.5 1,079,429

- -
地方債 1,409,500 11.2 - - その他の経費

93.8 51.2 92.6 49.6 一時借入金利子 -諸収入 272,136 2.2 11,618 0.1 純固定資産税

183,007 　維持補修費 107,583 0.9 103,692 103,692

44.4
　うち減収補塡債(特例分) - - - - 957,400 11.6
　うち臨時財政対策債 500,000 4.0 - - 合計 1,679,870 実質収支

公営事業等への繰出 国民健康保険事業会計の状況

歳入合計 12,639,399 100.0 7,773,412 100.0 簡易水道 483,891 再差引収支 157,102

- -

　補助費等 2,542,796 21.0 1,876,545 1,716,167 20.7
1.3

12.4 997,669 996,448 12.0
9.4 999,223 897,770 10.9上水道 83,675 被保険者数(人) 9,144 　繰出金 1,136,586

下水道 253,365 加入世帯数(世帯) 4,990 　　うち一部事務組合負担金 1,509,104

国庫支出金 96 　投資・出資金・貸付金 165,000 1.4 - -
240 　前年度繰上充用金

　うち単独 853,895 7.0 436,547

-
工業用水道 -

被保険者
1人当り

保険税(料)収入額 95 　積立金 396,433 3.3 387,759

その他 678,144 保険給付費 - - -
国民健康保険 180,795

　　うち人件費 42,516 0.4 42,516

3.1 54,300
普通建設事業費 1,239,876 10.2 495,969

投資的経費計 1,291,424 10.6 526,124

歳出合計 12,132,018 100.0 8,837,956
失業対策事業費 - - -

内
訳

災害復旧事業費 51,548 0.4 30,155

　うち補助 380,859

2/10



(2)各会計、関係団体の財政状況及び健全化判断比率（市町村）

地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況（単位：百万円）

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

計 17

18

19

20

21

1 22

2 23

3 24

4 25

5 26

6 27

7 28

8 29

9 30

10 31

11 32

12 33

13 34

14 35

15 36

16 37

17 38

18 39

19 40

20 41

21 42

22 43

23 44

24 45

25 46

26 47

27 48

28 49

29 50

30 51

31 52

32 53

33 54

34 55

35 56

計 57

58

関係する一部事務組合等の財政状況（単位：百万円） 59

60

61

1 62

2 63

3 64

4 65

5 66

6 67

7 68

8 69

9 70

10 71

11 72

12 73

13 74

14 75

15 76

16 77

17 78

18 79

19 80

20 81

計 82

計

公債費負担の状況 将来負担の状況

合計

合計

当該団体
からの
貸付金

当該団体から
の債務保証に
係る債務残高

当該団体から
の損失補償に
係る債務残高

一般会計等
負担見込額

備考

一般会計 12,600 12,101 500 486

備考 地方公社・第三セクター等名 経常損益
純資産又は
正味財産

当該団体
からの
出資金

当該団体
からの
補助金

平成25年度 栃木県那須烏山市

一般会計等の財政状況（単位：百万円）

会計名 歳入 歳出 形式収支 実質収支
他会計等
からの
繰入金

地方債
現在高

熊田診療所特別会計 53 46 7 7 13 -

20 6 - - - -53 15,039 那須烏山市農業公社 1 56

一般会計等（純計） 12,653 12,147 507 493 15,039

実質赤字額

　※一般会計等（純計）は、各会計の相互間の繰入・繰出等の重複を控除したものであり、各会計の合計と一致しない場合がある。

-

他会計等
からの
繰入金

企業債
（地方債）
現在高

左のうち
一般会計等
繰入見込額

資金不足
比率

備考会計名 総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

資金剰余額
/不足額

（実質収支）

公営企業会計等の財政状況（単位：百万円）

- -国民健康保険特別会計 3,808 3,531 277 277 355 5

後期高齢者医療特別会計 316 313 3 3

介護保険特別会計 2,403 2,259 144 144 351 - - -

687 - 法適用企業水道事業会計 1,019 12 1,007 1,007 68 3,560

95 - - -

下水道事業特別会計 399 373 26 26

法非適用企業簡易水道事業特別会計 114 105 9 8 24 335 161 -

313 - 法非適用企業農業集落排水事業特別会計 57 54 3 3 14 313

52 2,558 2,537 - 法非適用企業

公営企業会計等 1,468

連結実質赤字額

6,771 3,698 -

一部事務組合等名 総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

資金剰余額
/不足額

（実質収支）

他会計等
からの
繰入金

企業債
（地方債）
現在高

左のうち
一般会計等
負担見込額

備考

1,144 -2,262 2,230 32 32 0

16,031 15,928 103 103 5

1,175 110 1,064 1,064 - 1,650 1,052

- -

122 101 22 22 1

34 33 1 1 2 - -

188,417 181,448 6,969 6,969 1,333 - -

- -

一部事務組合等 8,191

　※地方公共団体が①25%以上出資している法人又は②財政支援を行っている法人を記載している。

　※地方公共団体財政健全化法に基づき将来負担比率の算定対象となっている法人については、○印を付与している。

実質公債費比率　　（千円・％） 将来負担比率　　（千円・％）

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 分母比

0.7 いわゆる五省協定等に係るもの - - - -

地方公社・第三セクター等 20 6

-

減債基金積立不足算定額 - - - -

262,925 266,507 3.8 組合等負担等見込額 

公営企業債等繰入見込額 4,024,507

平成23年度 平成24年度 平成25年度 分母比

元利償還金 1,323,577 1,343,106 1,351,526 19.2 将来負担額

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 分母比 内訳

215,940 209,488

1,722,687 24.5 森林総合研究所等が行う事業に係るもの -

PFI事業に係るもの - - -

- - -

組合等が起こした地方債の元利
償還金に対する負担金等

- -

-

一時借入金の利子

一般会計等に係る地方債の現在高 13,799,314 14,817,716 15,039,262 214.2

債
務
負
担
行
為

債務負担行為に基づく支出予定額 69,575 57,775 46,059

- - - -

公営企業債の元利償還金
に対する繰入金 278,619

3,905,156 3,697,969 52.7 国営土地改良事業に係るもの

945 297 - -

- -

債務負担行為に基づく支出額（公債費に準ずるもの） 11,886 11,800 11,715 0.2 設立法人等の負債額等負担見込額 - -

3,309,349 3,318,389 47.3 地方公務員等共済組合に係るもの - -

連結実質赤字額 - - -

- - 依頼土地の買い戻しに係るもの - - -

- 社会福祉法人の施設建設費に係るもの - -

- -

内訳 平成23年度 平成24年度 平成25年度 分母比 (Ｅ)

組合等連結実質赤字額負担見込額 - - - - 損失補償・債務保証の履行に係るもの合計 (Ａ) 1,830,967 1,827,616 1,871,273

23,825,089 23,824,366 引き受けた債務の履行に係るもの -

- -

準
元
利
償
還
金

満期一括償還地方債に係る年度割相当額 - - - -

69,575 57,775 46,059 0.7

いわゆる五省協定等に係るもの - - - - 充当可能特定歳入 

充当可能基金 4,431,755 4,694,623 5,355,343 76.3 その他上記に準ずるもの

- - -

PFI事業に係るもの - - - - 充当可能
財源等

22,890,924

水道事業会計 825,598 769,883 687,102 9.8

地方公務員等共済組合に係るもの - - - -

2,654,137 2,616,512 2,537,001 36.1

国営土地改良事業・森林総合研究所等が行う事業に係るもの - - - - 基準財政需要額算入見込額 

30,299 54,104 37,266 0.5

企業債等
繰入見込額

下水道事業特別会計

14,584,225 15,167,724 15,381,357 219.0

190,120 160,798 2.3

-

53.6 55.7 43.4 簡易水道事業特別会計 220,497

336,543 328,335 312,969 4.5

社会福祉法人の施設建設費に係るもの - - - - 将来負担比率（(Ｅ)－(Ｆ)）／（(Ｃ)－(Ｄ)）×１００

(Ｆ) 19,046,279 19,916,451 20,773,966 農業集落排水事業特別会計

- -

その他上記に準ずるもの 11,886 11,800 11,715 0.2 健全化判断比率

- - -

引き受けた債務の履行に係るもの - - - -
公社・

三セク等

地方道路公社に係る将来負担額

20.00 その他第三セクター等に係る将来負担額 - - - -

- -

利子補給に係るもの - - -

損失補償・債務保証の履行に係るもの -

土地開発公社に係る将来負担額 - -

実質公債費比率 9.0 25.0 35.0

算入公債費等の額 (Ｄ) 1,147,289 1,196,101 1,254,376

連結実質赤字比率 - 18.68 30.00

標準財政規模 (Ｃ) 8,307,730 8,205,033 8,276,823

特定財源の額 (Ｂ)

債
務
負
担
行
為 - -

- - - その他の会計

実質公債費比率
（(Ａ)－((Ｂ)＋(Ｄ))）／（(Ｃ)－(Ｄ)）×１００

(単年度) 9.5 9.0 8.8

(3ヵ年平均) 10.4 9.4 9.0

将来負担比率 43.4

- 実質赤字比率 - 13.68

栃木県後期高齢者医療広域連合（一般会計）

栃木県後期高齢者医療広域連合（後期高齢者医療特別会計）

栃木県市町村総合事務組合（一般会計）

南那須地区広域行政事務組合（病院事業会計）

栃木県市町村総合事務組合（特別会計）

南那須地区広域行政事務組合（一般会計）

350.0

(Ｃ)－(Ｄ) 7,160,441 7,008,932 7,022,447

3,235 1,664 1,000

平成25年度 早期健全化基準 財政再生基準

241,525 3.4 退職手当負担見込額 3,262,144

1,735,384 1,735,093

2,794 1,052
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（3）市町村財政比較分析表(普通会計決算) 栃木県那須烏山市 平成25年度 

人 口 

 う ち 日 本 人 

面 積 

歳 入 総 額 

歳 出 総 額 

実 質 収 支 

標 準 財 政 規 模 

地 方 債 現 在 高 

28,888 

28,624 

174.42 

12,639,399 

12,132,018 

493,569 

8,276,823 

15,039,262 

人(H26.1.1現在) 

人(H26.1.1現在) 

ｋ㎡ 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

実 質 赤 字 比 率 

連 結 実 質 赤 字 比 率 

実 質 公 債 費 比 率 

将 来 負 担 比 率 

- 

- 

9.0 

43.4 

％ 

％ 

％ 

％ 

市 町 村 類 型 

( 年 度 毎 ) 

H21  Ⅰ－０  H22  Ⅰ－０  H23  Ⅰ－０   

H24  Ⅰ－０  H25  Ⅰ－０ 

当 該 団 体 値 

類似団体内平均値 

類似団体内の 

 最大値及び最小値 

※市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と言う。 

※平成26年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく実質公債費比率及び将来負担比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。 

※充当可能財源等が将来負担額を上回っている団体については、将来負担比率のグラフを表記しない。 

※類似団体内平均値は、充当可能財源等が将来負担額を上回っている団体を含めた加重平均であるため、最小値を下回ることがある。 

※「人件費・物件費等の状況」の決算額は、人件費、物件費及び維持補修費の合計である。 ただし、人件費には事業費支弁人件費を含み、退職金は含まない。 

※住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成25年度の住民基本台帳人口については、平成26年1月1日現在の住民基本台帳に登載されている人口を記載している。 

財政力 

財政力指数 [0.44]  
類似団体内順位 

29/62 
全国平均 

0.49 
栃木県平均 

0.70 

財政力指数の分析欄 

 人口減尐、高齢化が進む本市では、自主財源の確保が重要な課題と

なっており、企業誘致事業や定住促進対策などにより歳入確保に努めると

ともに、定員管理計画による人件費の抑制（平成２５年度から平成２９年度

までの５年間で職員数を８％程度の削減）、公共施設の統廃合、指定管理

者制度等による民間委託などの歳出削減を図り、財政基盤の強化に努め

る。 

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

0.23 

1.11 

0.45 
0.45 0.46 

0.45 0.48 

H25 H24 H23 H22 H21 

0.44 
0.44 0.45 

0.47 0.50 

財政構造の弾力性 

経常収支比率 [90.9%]  
類似団体内順位 

48/62 
全国平均 

90.2 
栃木県平均 

89.3 

経常収支比率の分析欄 

 経常収支比率は、平成17年度策定の行財政集中プランにより、人件費

等や地方債発行の抑制を図り年々減尐傾向にあり、平成２５年度において

も新規職員の採用を抑制し職員数を削減（職員数267人→258人、9人減）

したものの、地方税の減尐や合併特例債の発行に伴う公債費の増加によ

り、0.8％増加した。 

 そのため、本市では平成24年度末に作成した行財政改革集中プランに

変わる行財政改革アクションプラン及び財政計画を基に健全財政運営に

努め、財政構造の弾力性向上を図る。 

(%) 

100.0 

95.0 

90.0 

85.0 

80.0 

75.0 

96.1 

78.7 

87.4 88.0 

87.4 

86.1 

89.5 

H25 H24 H23 H22 H21 

90.9 90.1 

86.6 

87.4 

88.4 

人件費・物件費等の状況 

人口1人当たり人件費・物件費等決算額 [114,437円]  
類似団体内順位 

13/62 
全国平均 

116,288 
栃木県平均 

108,882 

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄 

 人件費については平成１７年度策定の行財政集中改革プラン（平成１７

～平成２１年度）により、退職者数に対し新規職員採用数を５０％以内に抑

えるなどの効果により年々減尐している。集中改革プラン後も引き続き職

員採用を抑制しており、減額となっている。 

 物件費については前年度と比べて約38,000千円の増となっているが、復

旧復興事業である災害対策費等の減がひとつの要因となっている。 

 今後も市有施設の統廃合や指定管理者制度を活用し、経費の削減に努

めていく。 

(円) 

600,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

0 

434,788 

95,893 

148,197 
143,010 146,029 145,012 144,058 

H25 H24 H23 H22 H21 

114,437 
120,302 121,067 114,847 113,637 

給与水準   （国との比較） 

ラスパイレス指数 [98.5]  
類似団体内順位 

50/62 
全国市平均 

98.6 
全国町村平均 

95.6 

ラスパイレス指数の分析欄 

 退職時の特別昇給の廃止、退職手当の引き下げ、特殊勤務手当、選挙

時以外の管理職特別手当の廃止、給与制度の適正な運用と人件費の削

減に努めているが、職員数の削減に伴い職員の平均年齢が高いことも影

響し、類似団体の平均値を上回っている。 

 今後も給与制度の見直しに取り組みながら、定員管理の適正化とあわせ、

総人件費の抑制に努めていく。 

115.0 

110.0 

105.0 

100.0 

95.0 

90.0 

85.0 

101.3 

91.5 

96.9 

104.8 104.8 

96.1 96.0 

H25 H24 H23 H22 H21 

98.5 

105.7 106.5 

97.7 97.9 

定員管理の状況 

人口千人当たり職員数 [7.96人]  
類似団体内順位 

21/62 
全国平均 

6.96 
栃木県平均 

6.80 

人口千人当たり職員数の分析欄 

 定員管理適正化により、退職者数に対し、新規採用数の抑制を図ってお

り、類似団体の平均値を下回っている。 

 今後も定員管理計画に沿って、組織や事務事業の見直しを進め、今後

の行政需要に対応できる効率的な組織運営に向け、職員数の適正化を

図っていく。 

  

(人) 

18.00 

16.00 

14.00 

12.00 

10.00 

8.00 

6.00 

4.00 

2.00 

14.73 

4.94 

9.06 
9.13 9.27 

9.75 9.84 

H25 H24 H23 H22 H21 

7.96 
7.94 8.23 8.47 8.58 

公債費負担の状況 

実質公債費比率 [9.0%]  
類似団体内順位 

14/62 
全国平均 

8.6 
栃木県平均 

7.5 

実質公債費比率の分析欄 

 実質公債費比率については、平成１７年度策定の行財政集中改革プラン

（平成１７～平成２１年度）により地方債の発行を償還額以内としたため、

償還額が減尐したこと、また、地方債の発行を普通交付税措置の比率が

大きい辺地対策債や合併特例債及び臨時財政対策債としたため、交付税

算入額が増加し、年々減尐傾向にあり、類似団体の平均値を下回ってい

る。 

  

(%) 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

18.4 

2.6 

11.5 

12.4 
13.5 

14.7 
16.0 

H25 H24 H23 H22 H21 

9.0 9.4 
10.4 

11.5 
12.9 

将来負担の状況 

将来負担比率 [43.4%]  
類似団体内順位 

26/62 
全国平均 

51.0 
栃木県平均 

21.1 

将来負担比率の分析欄 

 将来負担比率については、平成１７年度策定の行財政集中改革プラン

（平成１７～平成２１年度）により地方債発行を償還額以内としたため年々

減尐傾向にある。また、未利用地の売却や余剰金の財政調整基金への積

立により、充当可能金の増額が要因となっている。 

 平成２５年３月に策定した中長期財政計画を基準とし、引き続き将来負

担比率の抑制に努め、財政の健全化を図っていく。 

(%) 

250.0 

200.0 

150.0 

100.0 

50.0 

0.0 

186.4 

1.7 

52.8 

64.6 
75.9 

93.7 

116.1 

H25 H24 H23 H22 H21 

43.4 55.7 53.6 58.2 
72.4 
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（4）-1 市町村経常経費分析表(普通会計決算) 栃木県那須烏山市 平成25年度 

経常収支比率の分析 

人 口 

 う ち 日 本 人 

面 積 

歳 入 総 額 

歳 出 総 額 

実 質 収 支 

標 準 財 政 規 模 

28,888 

28,624 

174.42 

12,639,399 

12,132,018 

493,569 

8,276,823 

人(H26.1.1現在) 

人(H26.1.1現在) 

ｋ㎡ 

千円 

千円 

千円 

千円 

実 質 赤 字 比 率 

連 結 実 質 赤 字 比 率 

実 質 公 債 費 比 率 

将 来 負 担 比 率 

- 

- 

9.0 

43.4 

％ 

％ 

％ 

％ 

市 町 村 類 型 

( 年 度 毎 ) 

H21  Ⅰ－０  H22  Ⅰ－０  H23  Ⅰ－０   

H24  Ⅰ－０  H25  Ⅰ－０ 

当 該 団 体 値 

類似団体内平均値 

類似団体内の 

 最大値及び最小値 

※ 市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と言う。 

※ 住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成25年度の住民基本台帳人口については、平成26年1月1日現在の住民基本台帳に登載されている人口を記載している。 

人件費 類似団体内順位 
27/62 

全国平均 
23.7 

栃木県平均 
25.4 

人件費の分析欄 

 定員適正化の取り組みや、施設の統廃合及び指定管理者制度

導入などによる委託化を進めることで、類似団体の平均値を0.4

ポイント下回った。 

 今後も平成２５年２月に策定した定員管理計画に基づき、施設

の統廃合や指定管理者制度の導入を進めながら、平成２４年度

から平成２９年度までに職員数を１３％程度削減を図り、人件費

の抑制に努める。 

(%) 

36.0 

33.0 

30.0 

27.0 

24.0 

21.0 

18.0 

15.0 

30.9 

17.2 

23.3 
24.1 24.5 24.0 

25.6 

H25 H24 H23 H22 H21 

22.9 

25.0 
25.9 25.5 

26.7 

物件費 類似団体内順位 
20/62 

全国平均 
13.7 

栃木県平均 
15.0 

物件費の分析欄 

 物件費については平成１７年度に策定した行財政集中改革プラ

ンにより削減に努めており、類似団体の平均値よりは低い数値に

あるものの、年々増加の傾向にある。 

 今後は行財政集中改革プランにかわる行財政改革アクションプ

ランに基づき、職員のコスト削減意識を徹底し、施設の統廃合や

アウトソーシングを進めるなど、より一層の削減に努める。 

(%) 

24.0 

21.0 

18.0 

15.0 

12.0 

9.0 

6.0 

3.0 

20.7 

6.8 

12.3 11.9 11.3 11.3 11.5 

H25 H24 H23 H22 H21 

11.6 

10.3 

7.1 
7.8 

6.0 

扶助費 類似団体内順位 
34/62 

全国平均 
11.3 

栃木県平均 
10.2 

扶助費の分析欄 

 扶助費に係る経常収支比率は社会福祉費、児童福祉費等の扶

助費は増加傾向にあり、類似団体を0.2ポイント上回る結果となっ

た。 

 今後は、資格審査の適正化や単独事業の見直しを図るなど財

政を圧迫することがないよう、可能な限り経費の削減に努める。 

(%) 

16.0 

14.0 

12.0 

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

13.7 

4.1 

7.1 

7.1 

6.6 6.2 
5.7 

H25 H24 H23 H22 H21 

7.3 

7.0 

6.7 6.6 6.6 

その他 類似団体内順位 
16/62 

全国平均 
12.9 

栃木県平均 
13.3 

その他の分析欄 

 その他については、他会計への繰出金の割合が大きいことが要因だ

と考えられる。特に国民健康保険事業会計は、赤字補填的な繰出金は

ないが、基金を取り崩しているため財政状況の悪化が懸念される。 

 今後は、公営企業会計はアウトソーシングを進め、経費を削減すると

ともに独立採算の原則に立ち返った運営の健全化を図り、国民健康保

険事業等は保険料の適正化を図るなどにより普通会計の負担を減らし

ていくよう努める。 

(%) 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

23.6 

4.1 

14.4 
14.3 13.8 13.8 14.2 

H25 H24 H23 H22 H21 

12.1 
12.1 

10.2 
12.1 11.4 

補助費等 類似団体内順位 
59/62 

全国平均 
10.0 

栃木県平均 
9.4 

補助費等の分析欄 

 補助費等については、単独補助事業の見直し等を行い、経費

の削減に努めているが、広域行政事務組合への負担金が影響し、

類似団体の平均値を大きく上回っている。 

 ごみ処理、し尿処理、消防業務、病院事業等、経常的な業務に

かかる負担金であるため、今後も高率で推移することが予想され

るが、負担金の精査を行うことで、可能な限り削減に努める。 

(%) 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

22.8 

4.5 

11.5 11.6 11.7 
10.6 10.8 

H25 H24 H23 H22 H21 

20.7 19.4 
20.8 

19.3 
20.6 

公債費 類似団体内順位 
19/62 

全国平均 
18.6 

栃木県平均 
16.0 

公債費の分析欄 

 公債費については、平成１７年度に策定した行財政集中改革プランにより地方

債発行を償還額以内としたため償還額が減尐したこと、また、平成１９年度から

の補償金免除繰上償還制度の活用により低利なものへの借換の影響により

年々減尐しており、類似団体の平均値を大きく下回っている。 

 しかし、今後は合併特例債の発行額が大きいことから数値が伸びることが予想

されるため、平成２５年３月に作成した中長期財政計画を基準に、施設整備等に

ついては事業内容を精査し、安易に起債に頼ることのない健全な財政運営に努

める。 

(%) 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

29.3 

5.4 

18.8 
19.0 19.5 20.2 21.7 

H25 H24 H23 H22 H21 

16.3 
16.3 15.9 16.1 17.1 

公債費以外 類似団体内順位 
50/62 

全国平均 
71.6 

栃木県平均 
73.3 

公債費以外の分析欄 

 公債費以外は類似団体の平均値を上回っており、補助費等項目にも

あるとおり、広域行政事務組合への負担金が大きな要因と考えられる。  

 ごみ処理、し尿処理、消防業務、病院事業等、経常的な業務にかか

る負担金であるため、今後も高率で推移することが予想されるが、負担

金の精査を行うことで、可能な限り削減に努める。 

 また、他の経費については、行財政集中改革プランにかわる行財政

アクションプランに基づき、職員のコスト削減意識を徹底し、一層の削

減に努める。 

(%) 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 
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40.0 

79.8 

54.5 

68.6 69.0 67.9 
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74.6 
73.8 
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人件費及び人件費に準ずる費用の分析
人件費及び人件費に準ずる費用

人口1人当たり決算額
当該団体（円） 類似団体平均（円） 対比（％）

1,992,130 68,960 79,749 ▲ 13.5
132,721 4,594 6,217 ▲ 26.1
591,144 20,463 8,019 155.2

- - 1,353 -
- - - -
- - 3,282 -

42,516 1,472 1,832 ▲ 19.7
▲ 233,819 ▲ 8,094 ▲ 9,558 ▲ 15.3
2,524,692 87,396 90,893 ▲ 3.8

参考
当該団体 類似団体平均 対比（差引）

7.96 9.06 ▲ 1.10
98.5 96.9 1.6

（注）住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成25年度の住民基本台帳人口については、平成26年1月1日現在の住民基本台帳に登載されている人口を記載している。

公債費及び公債費に準ずる費用の分析
公債費及び公債費に準ずる費用（実質公債費比率の構成要素）

人口1人当たり決算額
当該団体（円） 類似団体平均（円） 対比（％）

1,351,526 46,785 60,211 ▲ 22.3

- - - -

- - 12 -

266,507 9,226 18,343 ▲ 49.7

241,525 8,361 3,415 144.8

11,715 406 2,186 ▲ 81.4

- - 6 -

▲ 1,000 ▲ 35 ▲ 3,932 ▲ 99.1

▲ 1,254,376 ▲ 43,422 ▲ 53,401 ▲ 18.7

615,897 21,320 26,841 ▲ 20.6
※平成26年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく実質公債費比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。

（参考）　普通建設事業費の分析
普通建設事業費

当該団体(円) 増減率(%)(A) 類似団体平均(円) 増減率(%)(B) (A)-(B)
 H21 2,160,669 71,305 51.6 79,008 36.6 15.0

うち単独分 900,202 29,708 14.8 46,014 37.5 ▲ 22.7
 H22 2,694,305 89,888 26.1 86,381 9.3 16.8

うち単独分 1,097,591 36,618 23.3 41,242 ▲ 10.4 33.7
 H23 2,420,115 82,353 ▲ 8.4 67,088 ▲ 22.3 13.9

うち単独分 1,490,211 50,710 38.5 37,146 ▲ 9.9 48.4
 H24 2,457,308 84,054 2.1 70,489 5.1 ▲ 3.0

うち単独分 1,594,847 54,553 7.6 37,817 1.8 5.8
 H25 1,239,876 42,920 ▲ 48.9 84,389 19.7 ▲ 68.6

うち単独分 853,895 29,559 ▲ 45.8 44,339 17.2 ▲ 63.0
 過去５年間平均 2,194,455 74,104 4.5 77,471 9.7 ▲ 5.2

うち単独分 1,187,349 40,230 7.7 41,312 7.2 0.5

ラスパイレス指数

当該団体決算額
（千円）

人件費
賃金（物件費）
一部事務組合負担金（補助費等）
公営企業（法適）等に対する繰出し（補助費等）
公営企業（法適）等に対する繰出し（投資及び出資金・貸付金）
公営企業（法非適）等に対する繰出し（繰出金）
事業費支弁に係る職員の人件費（投資的経費）
▲退職金
合計

人口1,000人当たり職員数（人）

当該団体決算額
（千円）

人口１人当たり決算額

当該団体決算額
（千円）

元利償還金の額
（繰上償還額等を除く）
積立不足額を考慮して算定した額
満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するもの
（年度割相当額）
公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に
充てたと認められる繰入金
一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる
補助金又は負担金
公債費に準ずる債務負担行為に係るもの
一時借入金利子
（同一団体における会計間の現金運用に係る利子は除く）
▲特定財源の額
▲地方債に係る元利償還金及び準元利償還金に要する経費として
普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額
合計

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

 H21  H22  H23  H24  H25

（円） 
人口1人当たり決算額の推移 

（4）-2 市町村経常経費分析表(普通会計決算) 
栃木県那須烏山市 平成25年度 

当該団体値 類似団体内平均値 

人口1人当たり決算額の推移 当 該 団 体 値 

類似団体内平均値 

類似団体内の 

 最大値及び最小値 

(円) 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

51,582 

142,587 

90,893 
93,203 95,278 96,246 96,257 

H25 H24 H23 H22 H21 

87,396 92,938 95,221 91,715 91,185 

人口1人当たり決算額の推移 当 該 団 体 値 

類似団体内平均値 

類似団体内の 

 最大値及び最小値 

(円) 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

4,531 

52,294 

26,841 
29,627 

32,619 
36,124 38,038 

H25 H24 H23 H22 H21 

21,320 
21,544 23,155 24,640 

27,641 
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標準財政規模比（％）

区分
年度 H21 H22 H23 H24 H25

18.95 22.17 26.60 26.46 28.08

6.23 5.97 4.66 6.86 5.96

3.18 2.22 0.63 ▲ 0.16 ▲ 0.80

財政調整基金残高

実質収支額

実質単年度収支

-5.00

0.00

5.00
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15.00

20.00
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30.00

35.00

40.00

H21 H22 H23 H24 H25

分析欄 

（5）実質収支比率等に係る経年分析（市町村） 平成25年度 栃木県那須烏山市 

標準財政規模比（％） 

【財政調整基金残高】決算余剰金の積立を行い、今後厳しくなる財政運

営や災害等の緊急的経費の財源を確保するため、標準財政規模の１０～

１５％程度は最低限確保していく。 

【実質収支額】実質収支比率については、標準財政規模の３～５％が望

ましいと考えられており、本市においては４～６％の範囲内で推移して

いる。 

【実質単年度収支】平成２４年度から赤字に転じており、今後財源の確

保がさらに厳しくなると予想されるため、引き続き経費の節減と事業の

適正化及び財政の健全化に努める。 
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標準財政規模比（％）

会計

年度
H21 H22 H23 H24 H25

12.08 12.35 12.23 13.26 12.17

6.17 5.89 4.58 6.75 5.87

2.87 2.60 3.15 3.98 3.35

0.60 0.72 1.30 1.05 1.74

0.23 0.23 0.21 0.30 0.31

0.06 0.08 0.15 0.15 0.10

0.07 0.09 0.08 0.11 0.09

0.07 0.03 0.01 0.05 0.04

- - - - -

0.17 0.07 0.03 0.03 0.03

※平成26年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく連結実質赤字比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。

熊田診療所特別会計

後期高齢者医療特別会計

その他会計（赤字）

その他会計（黒字）

水道事業会計

一般会計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

下水道事業特別会計

簡易水道事業特別会計
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分析欄 

（6）連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析（市町村） 平成25年度 栃木県那須烏山市 

標準財政規模比（％） 

【水道事業会計】 給水収益については、前年比より増額となった。今後は、有収水量の増加は見込

めず、また水道施設の老朽化による修繕費の増加が見込まれるため、計画的な修繕を実施し健全な

運営に努める。 

【一般会計】 平成26年度は定員適正化計画により職員の削減等により高い数値となっているが、今

後は合併特例債の発行額により償還額の増額が見込まれるため数値の減尐が予想される。そのため

財政計画を基準に健全財政運営に努める。 

【国民健康保険特別会計】 国民健康保険税の増額が見込めず、医療費が年々増加している状況に

あり、財政状況の悪化が懸念される。今後は保険料の適正化を図るなどにより健全運営を図る。 

【介護保険特別会計】 給付費が年々伸びており、計画的な保険料の見直しにより黒字の比率は例年

同率程度で推移している。高齢化率の高い本市では、給付費の増額が懸念されるため、今後は資格

審査の適正化や健康づくり事業を推進し財政健全化を図る。 

【下水道事業特別会計】 例年黒字の比率は同額程度で推移している。しかし水洗化率が伸びず投資

への負担が大きいため、今後は下水道区域の見直しや水洗化率の向上対策を図る等、独立採算の

原則に立ち返った運営に努める。 

【簡易水道事業特別会計】 簡易水道事業は整備が終了しており、維持管理費が主な経費となってい

るため黒字の比率は同率程度となっている。今後は法適用化を予定しており健全運営に努める。 

【熊田診療所特別会計】 熊田診療所特別会計は、地域の人口減尐や高齢化などにより診療収入が

伸び悩み、一般会計からの赤字補填的な繰入に依存している状況である。今後は、可能な限りコスト

削減を図り独立採算の運営に努める。 

【農業集落排水事業特別会計】 農業集落排水事業は整備が終了しており維持管理が主な経費と

なっている。今後、老朽化による修繕費の増加が見込まれることから、計画的な修繕を実施し健全運

営に努める。 

【その他会計】 その他の会計は平成22年度までは老人医療会計と後期高齢者医療特別会計分であ

り、平成23年度は後期高齢者医療特別会計分である。平成23年度は保険料の減額に伴い黒字の比

率が下がっているが、今後は同程度で推移していくと予想される。 
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（百万円）

分子の構造
年度 H21 H22 H23 H24 H25

1,368 1,353 1,324 1,343 1,352

- - - - -

- - - - -

267 272 279 263 267

283 227 216 209 242

19 12 12 12 12

0 0 1 0 -

1,099 1,127 1,150 1,200 1,254

838 737 682 627 619

※平成26年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく実質公債費比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。

算入公債費等(B) 算入公債費等

(A)－(B) 実質公債費比率の分子

元利償還金等(A)

元利償還金

減債基金積立不足算定額

満期一括償還地方債に係る年度割相当額

公営企業債の元利償還金に対する繰入金

組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等

債務負担行為に基づく支出額

一時借入金の利子

（7）実質公債費比率（分子）の構造（市町村） 平成25年度 栃木県那須烏山市 

分析欄 
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（百万円） 

【元利償還金】 平成19年度からの補償金免除繰上償還制度の活用により低

利なものへの借換の影響により1,300百万円台で推移しており、今後合併特

例債の発行額の増額により償還額の増額が見込まれる。 

 【公営企業債の元利償還金に対する繰入金】  平成19年度からの補償金

免除繰上償還制度の活用により低利なものへの借換の影響により繰入金の

額が減尐したが、下水道事業の整備に伴う償還金に対する繰入金が伸びて

おり、今後も同程度で推移していくことが見込れる。 

 【組合等が起こした地方債の元利償還等に対する負担金等】 南那須地区

広域行政事務組合の負担金であり、減尐傾向となっているが、ごみ処理施

設の延命化事業、消防庁舎新築事業等の大型事業を実施しており、地方債

の償還額に対する負担金が伸びる傾向にある。 

【債務負担行為に基づく支出額】 国営塩那台土地改良事業及び芳賀台地

事業への負担金であり平成21年度で塩那台土地改良事業の負担金が終了

したため減額となっている。 

【算入公債費等】 普通交付税への算入率の高い合併特例債等の起債によ

り算入額が増加している。今後も合併特例事業の実施により増加が見込ま

れる。 

【実質公債費比率の分子】 元利償還金の横ばいに対し、算入公債率が増

加傾向にあるため減尐しているが、今後償還額の増加が見込まれるため、

徐々に増加していく。  
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（百万円）

分子の構造
年度 H21 H22 H23 H24 H25

12,117 12,691 13,799 14,818 15,039

93 81 70 58 46

4,196 4,062 4,025 3,905 3,698

1,715 1,710 1,735 1,735 1,723

3,320 3,281 3,262 3,309 3,318

- - - - -

- - - - -

- - - - -

3,657 4,112 4,432 4,695 5,355

17 29 30 54 37

12,649 13,383 14,584 15,168 15,381

5,118 4,301 3,845 3,909 3,050

※平成26年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく将来負担比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。

将来負担額(A)

一般会計等に係る地方債の現在高

債務負担行為に基づく支出予定額

公営企業債等繰入見込額

組合等負担等見込額

退職手当負担見込額

設立法人等の負債額等負担見込額

連結実質赤字額

組合等連結実質赤字額負担見込額

充当可能財源等(B)

充当可能基金

充当可能特定歳入

基準財政需要額算入見込額

(A)－(B) 将来負担比率の分子
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分析欄 

（8）将来負担比率（分子）の構造（市町村） 平成25年度 栃木県那須烏山市 

（百万円） 

【一般会計等に係る地方債の現在高】 平成19年度からの補償金免除繰上償還制度の

活用による繰上償還の影響により残高は減尐したが、合併特例事業債の借入額の増

額により年々増加傾向にある。今後も合併特例事業債が増加していくため、残高の

ピークは平成26年度を見込んでいる。 

【債務負担行為に基づく支出予定額】 公営塩那台・芳賀大土地改良事業の負担金であ

り平成21年度に塩那台土地改良事業の負担金が終了したため今後は減尐を見込んで

いる。 

【公営企業等繰入金見込額】 下水道事業は、計画に基づき事業を実施しており一般会

計からの繰入の増加が見込まれる。他の公営企業は整備が概ね終了しており償還額

の減尐に伴い繰入額は減尐していく。 

【組合等負担等見込額】 南那須地区広域行政事務組合の負担金であり、ごみ処理施

設の延命化事業の実施により負担金の増加が見込まれる。 

【退職手当負担見込額】 定員適正化計画により職員数の減により負担見込額は減尐

傾向である。今後も職員数の削減を計画しており負担金の減尐が見込まれる。 

【充当可能基金】 決算余剰金や未利用地売却等により財政調整基金の増加により充

当可能基金が増加している。今後は、老朽化した施設整備（耐震化等）や景気低迷の

影響による税収の減により充当可能基金の減尐が見込まれる。 

【充当可能特定歳入】 市町村総合交付金と市営住宅使用料であるが、下水道及び市

営住宅整備の償還額に充当しているため、今後償還額の減尐に充当も減尐していく。 

【基準財政需要額算入見込額】 普通交付税の算入率の高い合併特例事業や臨時財政

対策債の借入れの影響により年々増加していく。 

【将来負担比率の分子】 現在は充当可能基金の増額により分子は減尐しているが、今

後は合併特例事業等の影響により増加している。 
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